
国際熱核融合実験炉（ＩＴＥＲ）計画について

平成１４年５月３１日

閣 議 了 解

ＩＴＥＲ計画への取り組みについては、別紙の総合科学技術

「 （ ） 」 、会議 国際熱核融合実験炉 ＩＴＥＲ 計画について を基に

我が国は国際協力によってＩＴＥＲ計画を推進することを基本

方針とし、国内誘致を視野に入れ、協議のために青森県上北郡

六ヶ所村を国内候補地として提示して政府間協議に臨むことを

了解する。

なお、政府としては、以下の点に留意するものとする。

１．ＩＴＥＲの建設・運転等に対し立地促進のために特段の財

政措置は講じないこと。

２．ＩＴＥＲ計画の実施に関連する公共事業については、その

規模を通常の公共事業費の中での優先的配分により対処し得

るものにとどめ、国庫補助負担率引き上げ等の国による特別

の財政措置は講じないこと。

３．国は、ＩＴＥＲ計画に関し、安全確保を図るとともに、国

民への情報提供等を通じて一層の理解が得られるよう努める

こと。

また、誘致に当たっては、関係地方公共団体に対して、Ｉ

ＴＥＲ計画の円滑な実施を実現するため、所要の措置を講ず

るよう要請すること。
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国際熱核融合実験炉（ＩＴＥＲ）計画について 

 

平成１４年５月２９日 

総合科学技術会議 

 

 

ＩＴＥＲ計画については、昨年１２月、科学技術政策担当大臣と

有識者議員により「ＩＴＥＲ計画に対する考え方について」が報告

されたところである。この中で、我が国は、「ＩＴＥＲ計画に参加す

ることが望ましく、さらにこれを国内に誘致することの意義がある」

との判断が示された。その後、総合科学技術会議においては、

欧州を初めとする関係諸国の状況把握に努めるとともに、計画

実施における経費確保等の分析を行ってきたが、このたび以下

の結論に達した。 

 

我が国は、ＩＴＥＲ計画が国家的に重要な研究開発であること

に鑑み、政府全体でこれを推進するとともに、国内誘致を視野に、

政府において最適なサイト候補地を選定し、ＩＴＥＲ政府間協議

に臨むことが適当である。その際、参加極間の経費分担につい

ては、全ての参加極が一定規模以上の貢献を行う中で、経済規

模を反映したものとすべきである。なお、参加極間で費用負担と

得られる成果のバランスが取れるような枠組みの形成に努めるこ

ととする。 

最終的な参加ないし誘致は、政府間協議の推移や国内外の

情勢の進展を踏まえ、費用対効果を考慮しつつ決定することが

適当である。 

別 紙 
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なお、ＩＴＥＲ計画の推進にあたっては、次の項目に留意する

必要がある。 
 
1. ＩＴＥＲ計画については、政府全体でその推進に取り組むとと

もに、所要経費については、第二期科学技術基本計画を踏

まえつつ、他の科学技術上の重要政策に影響を及ぼすこと

がないよう、既存の施策の重点化、効率化を図り、原子力分

野の予算の範囲内で確保すること。 

 
2. 予定外の経費の増加や計画の進捗の遅れが無いよう、厳密

な計画の管理と適切な評価を継続的に行い、必要に応じ、

我が国の関与の在り方も含め、見直しを行うこと。 

 
3. 国内の核融合研究については、重点化、効率化を図りつつ、

ＩＴＥＲ計画と有機的に連携する体制を構築すること。この際、

核融合研究開発を支える人材の育成、各種プラズマ閉じ込

め方式の研究や、中性子による放射化の少ない材料等の開

発等に配慮すること。 

 
4. ＩＴＥＲ計画について国民の理解の促進に努めること。また、

誘致する場合には、安全性の確保と放射化物の処理につい

て、周辺住民への説明や放射化物の処理費用の必要十分

な積立ても含め、十全に対応すること。 

 
5. ＩＴＥＲ計画の実施に合わせ、核融合エネルギーの実用化に

向けた研究開発を加速する議論がある。それとの関係で、

材料開発を目指した国際共同研究計画が具体化する可能

性があること。 


